
植栽管理業務委託仕様書

1 業務名称

平成３０年度 堀之内浄化センター 植栽管理業務委託

２ 業務概要

堀之内浄化センター及び竜光ポンプ場、宇賀地ポンプ場、四日町ポンプ場の場内

除草業務を行うものである。

３ 契約期間

契約締結の日から、平成３１年３月３１日

４ 管理部署

公益財団法人新潟県下水道公社 堀之内支所

５ 業務場所

堀之内浄化センター（魚沼市新道島３６４番地）及び竜光ポンプ場(魚沼市竜光
１９５８番地)、宇賀地ポンプ場(魚沼市下新田１２番地２)、 四日町ポンプ
場(魚沼市四日町７５７番地１)の植栽管理業務
業務範囲は、添付「配置図」を参照すること。

６ 業務仕様

①除草は、機械除草、人力除草とする。

②機械除草のうち、機械除草Ⅰ総合の範囲は、集草・積込・運搬して堀之内浄化セ

ンター場内処分とする。

③機械除草のうち、機械除草Ⅰの範囲は、刈り取った草は極力樹木の根本に集草す

る。

④人力除草は、人力除草・集草・積込・運搬して堀之内浄化センター場内処分とす

る。

⑤除草面積、除草回数、実施月は、別表「管理基準表」を参照すること。

７ 提出書類
（１）工程表 （２）業務実施計画書 （３) 作業報告書 （４）作業日報
（５）作業写真
※作業日報、作業写真、請求書は、作業月ごとに提出のこと

８ 業務における注意事項

（１）業務は、基本的には開庁日の午前８：３０～午後５：００とする。閉庁日に
実施する場合は、事前に書面にて届け出ること。

（２）業務実施の際は、管理棟２階中央監視室の入退場記録簿に記載のこと。
（３）業務内容及び実施日程については、監督員と事前に協議をして決定すること。
（４）作業過程で重大な支障が発見された場合は、速やかに管理職員に報告し、指

示を受けること。
（５）業務の実施に必要な機材は原則として受託者が負担するものとする。ただし、用
水・電力等は無償で供与する。

（６）作業にあたっては、安全には充分留意し、安全対策を確実に行うこと。
（７）業務について疑義が生じた場合、現場責任者は管理職員と協議すること。



別表

○樹木管理

場　　　所 種　　　別 回数 単位 数量

1 本 1 ﾏﾂ

1 本 9 ｲﾁｲ

常緑広葉樹 幹周15cm以上30cm未満 1 本 2 ﾕｷﾂﾊﾞｷ

1 ㎡ 112
ｻﾂｷ、
ｼｬｸﾅｹﾞ

1 ㎡ 196 ｲﾁｲ

1 ㎡ 100
ﾚﾝｷﾞｮｳ､
ｱｼﾞｻｲ

1 ㎡ 18 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ

1 ㎡ 18 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ

1 ㎡ 28 ﾚﾝｷﾞｮｳ

三又､四又
絞り

針葉樹(ﾏﾂ､ｲﾁｲ) 各1 回 10本

縄絞り ｱｼﾞｻｲ他 各1 回 185本

屋根式 低木(ｻﾂｷ､ｼｬｸﾅｹﾞ) 各1 回 81㎡

屋根式 低木(ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ) 各1 回 39㎡

三又､四又
絞り

中木(ﾕｷﾂﾊﾞｷ) 各1 回 2本

三又､四又
絞り

中木(ﾂﾂｼﾞ) 各1 回 2本

高木落葉樹 幹周15cm
以上30cm未満

各1 回 2本 桜

高木落葉樹 幹周15cm
以上30cm未満

各1 回 3本 ﾔﾏﾎﾞｳｼ

高木落葉樹 幹周15cm
以上30cm未満

各1 回 1本 ｴｺﾞﾉｷ

低木落葉広葉樹 各1 回 30株 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ

低木落葉広葉樹 各1 回 15株 ｻﾙｽﾍﾞﾘ

針葉樹 幹周15cm以上30cm未満

正面左側植栽帯

正面右側植栽帯

正面右側植栽帯竜光ポンプ場
雪囲い

設置･撤去
縄絞り

管理棟西側

管理棟北側

雪囲い
設置･撤去

命名碑緑地帯、機械濃縮棟、濃縮タンク南側

命名碑緑地帯

管理棟駐車場

管理棟南側

正面右側植栽帯、ポンプ場東側植栽帯

正面右側植栽帯

備　　考

管理棟正面側

魚野川堤防沿い

反応タンク南側

＜管理基準表＞

　植栽管理業務の管理基準は次の表によるものとし、実施範囲及び位置は別紙配置図による。

種　　　類

低木手刈
整姿(寄植)

低木剪定 高さ1.5ｍ未満

車庫脇、機械濃縮棟、汚泥濃縮タンク南側

命名碑緑地帯

命名碑緑地帯

浄化センター

管理棟駐車場

軽剪定



○場内除草

場　　　所 種　　別 回数 単位 数量

3回 ㎡ 122

3回 ㎡ 18

3回 ㎡ 744

3回 ㎡ 262

3回 ㎡ 225

3回 ㎡ 96

3回 ㎡ 238

3回 ㎡ 225

3回 ㎡ 186

3回 ㎡ 90 命名碑緑地帯

3回 ㎡ 81
ｻﾂｷ、
ｼｬｸﾅｹﾞ

管理棟南側

3回 ㎡ 12
降雪前
刈り込み

管理棟南側花壇

3回 ㎡ 18 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 管理棟駐車場

3回 ㎡ 18 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 管理棟西側

3回 ㎡ 222 ｱｼﾞｻｲ 水処理施設南側

3回 ㎡ 285 水処理施設北側

3回 ㎡ 1,020 敷地北側　(法面5m+法肩1m)

3回 ㎡ 196 ｲﾁｲ 魚野川堤防沿い

竜光ポンプ場 公園除草 3回 ㎡ 648 植栽帯

3回 ㎡ 340 敷地北側法面

3回 ㎡ 124 植栽帯

四日町ポンプ場 公園除草 3回 ㎡ 341 植栽帯

浄化センター

宇賀地ポンプ場

公園除草

公園除草

公園除草総合

機械除草Ⅰ総合

機械除草Ⅱ総合

機械除草Ⅱ総合

機械除草Ⅰ総合

備　　　考

芝生管理 機械芝刈

管理棟周囲

管理棟東側駐車場

汚泥濃縮タンク周囲

機械濃縮棟周囲

ガスタンク前

余剰燃焼棟前

汚泥処理棟周囲

正門南側の緑地帯

車庫周囲の緑地帯

種　　類

※３　公園除草総合：人力除草＋集草＋積込＋運搬（場内指定場所に廃棄）

※１　機械除草Ⅰ総合：機械除草Ⅰ＋集草＋積込＋運搬（場内指定場所に廃棄）
※２　機械除草Ⅱ総合：機械除草Ⅱ＋集草＋積込＋運搬（場内指定場所に廃棄）












